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                                                茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765番地 1 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

理事長  小口 正範 

                                 （公印省略） 

 

定期事業者検査報告書 

（定期事業者検査開始時） 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第２９条第１項の規定に基づく国立研

究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターの原子炉施設[原子力第１船原子炉施

設] の定期事業者検査を開始しますので、同法同条第３項の規定及び試験研究の用に供する原子

炉等の設置、運転等に関する規則第３条の１２第２項の規定に基づき下記のとおり報告いたしま

す。 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

名    称： 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

住    所： 茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765番地１ 

代表者の氏名： 理事長 小口 正範 

 

２．試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所の名称及び所在地 

名    称： 青森研究開発センター 

所  在  地： 青森県むつ市大字関根字北関根 400番地 

 

３．検査の対象及び方法並びに期日 

検査の対象  ： 原子力第１船原子炉施設 

検査の方法  ： 別添１の「原子力第１船原子炉施設の定期事業者検査の計画」のとおり 

検査の期日  ： 令和６年１月２３日〜令和６年１月２６日 

 

４．検査の実績又は予定の概要 

別添１の「原子力第１船原子炉施設の定期事業者検査の計画」のとおり。 

 

 

 

 

 



 

添付資料 

 

１．定期事業者検査の計画 

 〇定期事業者検査に係る工程及び当該定期事業者検査期間中に実施する定期事業者検査項目 

別添１「原子力第１船原子炉施設の定期事業者検査の計画」に廃止措置計画で示した性能維

持施設の項目並びに性能維持施設の定期事業者検査の項目及び検査実施予定時期を示す。 

 

〇当該定期事業者検査期間中に実施する工事 

 定期事業者検査の工程に直接影響する工事はない。 

 

〇前回の定期事業者検査からの変更点 

  該当なし。 

 

２．試験研究用等原子炉施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施設管理

の目標 

   

 〇試験研究用等原子炉施設の施設管理目標 

  別添２「令和５年度青森研究開発センター原子力安全に係る品質目標」のとおり。 

 

 〇施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施設管理目標 

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第９条第１項第３号の規定によ

り該当なし。 

 

３．施設管理実施計画に係る次に掲げる事項 

イ）施設管理実施計画の始期及び期間 

別添３「原子力第１船原子炉施設 施設管理実施計画」の第２条のとおり。 

 

 ロ）試験研究用等原子炉施設の工事の方法及び時期 

   該当なし。 

 

ハ）試験研究用等原子炉施設の点検、検査等（「点検等」という。）の方法、実施頻度及び時期 

別添１「原子力第１船原子炉施設の定期事業者検査の計画」及び別添３「原子力第１船原

子炉施設 施設管理実施計画」のとおり。 

 

ニ）試験研究用等原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置 

別添３「原子力第１船原子炉施設 施設管理実施計画」の第６条のとおり。 

 

４．第三条の九第二項に規定する判定方法に関すること（一定の期間を含む。） 

定期事業者検査項目の全てについて、一定の期間を１２ヶ月として設定し、点検、部品の取

替え、設備の劣化傾向の把握等を行うことにより、一定の期間において定期事業者検査の対

象設備が技術基準に適合する状態を維持することを確実にする。 

 

 



 

５．前回の定期事業者検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更が

あった場合にあっては、その変更の内容を説明する書類 

該当なし。 

 

 

６．前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行

い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類 

該当なし。 

 

７．前回の定期事業者検査において提出した第四号に掲げる事項を説明する書類の内容（一定の

期間に係るものに限る。）に変更があった場合にあっては、第三条の九第三項各号に掲げる事

項について記載した書類 

 

一 試験研究用等原子炉施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有 

意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向 

該当なし。 

 

二 試験研究用等原子炉施設の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果 

該当なし。 

 

三 試験研究用等原子炉施設に類似する機械又は器具の使用実績（当該試験研究用等原子炉施 

設との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。） 

該当なし。 



 

別添１ 

 

原子力第１船原子炉施設の定期事業者検査の計画 

 

施設区分 設備等の区分 構成品目 検査項目 
要 領 書

番号 

検 査 実 施

予定時期 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

液体廃棄物処

理設備 

液体廃棄物処理主系統 
保安記録確認検査 
（外観、作動、漏えい） 

保安-01 R6.1 

工業計器 
保安記録確認検査 
（作動） 

保安-01 R6.1 

塔槽類、配管類 
保安記録確認検査 
（外観、漏えい） 

保安-01 R6.1 

ポンプ類 
保安記録確認検査 

（外観、作動、漏えい） 
保安-01 R6.1 

液体廃棄物移送容器 
保安記録確認検査 

（外観） 
保安-01 R6.1 

漏えい検出器 
保安記録確認検査 
（警報） 

保安-01 R6.1 

固体廃棄物処
理設備 

雑固体圧縮機 
保安記録確認検査 
（外観、作動、漏えい） 

保安-01 R6.1 

工業計器 
保安記録確認検査 
（作動） 

保安-01 R6.1 

塔槽類、配管類 
保安記録確認検査 
（外観、漏えい） 

保安-01 R6.1 

貯蔵室等 
保安記録確認検査 

（外観） 
保安-01 R6.1 

漏えい検出器 
保安記録確認検査 

（警報） 
保安-01 R6.1 

放射線管理施
設 

屋内管理用の
主要な設備 

放射線監視設備 
（エリアモニタ） 

保安記録確認検査 
（校正、警報、線量当量率

測定） 

保安-02 R6.1 

放射線監視設備 
（塵埃モニタ） 

保安記録確認検査 

（校正、警報、空気中の放
射性物質濃度の測定） 

保安-02 R6.1 

放射線監視設備 

（放射線サーベイ設備） 

保安記録確認検査 

（校正、作動） 
保安-02 R6.1 

放射線管理設備 

（ガンマ線波高分析装置） 

保安記録確認検査 

（校正） 
保安-02 R6.1 

放射線管理設備 
（液体シンチレーションカウンタ） 

保安記録確認検査 
（校正） 

保安-02 R6.1 

放射線管理設備 
（ハンドフットクロスモニタ） 

保安記録確認検査 
（校正、作動） 

保安-02 R6.1 

屋外管理用の

主要な設備 

放出放射性物質管理用モニタリング設備 

（排気ダストモニタ） 

保安記録確認検査 
（校正、警報、排気中の放
射性物質濃度の測定） 

保安-02 R6.1 

その他原子炉
の付属施設 

その他の主要
な事項 

燃料・廃棄物取扱棟換気設備 
（管理区域給気ファン） 

保安記録確認検査 
（外観） 

保安-01 R6.1 

燃料・廃棄物取扱棟換気設備 
（管理区域排気ファン） 

保安記録確認検査 
（外観、風量） 

保安-01 R6.1 

燃料・廃棄物取扱棟換気設備 
（管理区域排気フィルタユニット） 

保安記録確認検査 
（外観、捕集効率） 

保安-01 R6.1 

機材・排水管理棟換気設備 

（管理区域給気ファン） 

保安記録確認検査 

（外観） 
保安-01 R6.1 

機材・排水管理棟換気設備 

（管理区域排気ファン） 

保安記録確認検査 

（外観、風量） 
保安-01 R6.1 

機材・排水管理棟換気設備 
（管理区域排気フィルタユニット） 

保安記録確認検査 
（外観、捕集効率） 

保安-01 R6.1 

保管建屋換気設備 
（管理区域給気ファン） 

保安記録確認検査 
（外観） 

保安-01 R6.1 

保管建屋換気設備 
（管理区域排気ファン） 

保安記録確認検査 
（外観、風量） 

保安-01 R6.1 

保管建屋換気設備 
（管理区域排気フィルタユニット） 

保安記録確認検査 
（外観、捕集効率） 

保安-01 R6.1 

消火設備 
保安記録確認検査 

（消防法に基づく点検） 
保安-01 R6.1 

 










































